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改正理由

 情報インフラの発展による個人情報保護
の重要性拡大

 平成１７年施行の個人情報保護法との整
合性確保



主な改正内容

 個人情報取扱事務の登録

 目的外利用の明確化

 罰則規定の制定

 個人の権利、利益保護のための措置を明
文化



個人情報取扱事務の登録

個人情報登録簿の作成
　・電子化されたものも含め、個人情報を取り扱っ
ている全ての事務を登録し、その利用目的、取り
扱う個人情報の項目等を公表する。

　・取り扱っている個人情報の利用目的を明確にし、
目的外利用の判断基準とする。

　・職員等の人事、給与に関する情報は例外とする。



目的外利用の明確化

 目的外利用の原則禁止
　利用目的以外の利用及び提供は原則禁止

 目的外利用の例外規程を明確化
　①法令等、②本人同意、③公知、④緊急、

　⑤妥当性（内部）、⑥妥当性（行政機関等）、

　⑦統計、⑧本人利益、⑨審議会意見

 目的外利用の事務手続の確立
　「飛島村個人情報保護事務取扱要領」を策定



罰則規定

 罰則規定

　・個人の秘密に属する事項の不当な提供は２年
以下の懲役、１００万円以下の罰金。

　・受託業者、指定管理者の業務に従事する者も
対象とする。

　・平成１９年７月１日施行



個人の権利、利益保護のための措置

 個人情報登録簿の整備及び公開

　・開示、訂正、利用停止等の請求が適正に行える
よう、個人情報を取り扱っている全ての事務につ
いて公表する。

 開示・訂正・利用停止手続きの明文化

　・開示、訂正、利用停止等の請求手続きを明文化
し、個人の権利利益を保護するための措置を具
体化する。



個人情報の利用と提供

 個人情報取扱登録簿の作成

登録簿の作成

主な記載事項
・個人情報の利用目的
・個人情報取扱事務の流れ
・個人情報として記録されている項目
・他の機関等からの情報取得の有無
・他の機関等への情報提供の有無
・個人情報ファイルの保有の有無



個人情報の利用と提供

 目的外利用の申請と承認

主務課 利用課

承認

申請

・目的内か目的外かの検討
・例外規定に該当するかを検討
・登録簿の修正

・登録簿の作成又は修正
・利用申請に基づいた
　厳格な運用
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個人情報登録事務件数
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個人情報登録事務件数
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審議会の主な役割

 実施機関への答申
　個人情報の本人取得の例外規定（第３条第５項）

　個人情報の目的外利用の例外規定（第８条第２項）

　情報機器の結合による個人情報の提供（第１０条）

　開示決定等に対する不服申立て（第４０条）

 実施機関からの報告
　個人情報取扱事務の登録又は修正（第１２条第５項）　


